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○
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
中
「
又
は
」
を
「
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
禁
錮
」
を
「
禁
錮
」
に
、
「
処
せ
ら
れ
た
者

こ

で
あ
つ
て
」
を
「
処
せ
ら
れ
」
に
、
「
も
の
」
を
「
者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
破
産
者
で
あ
つ
て
」
を
「
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
者
で
」
を
「
者
で
、
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
中
第

六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
一
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
項
及
び
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
項
中
「
第
七
条
第
五
項
及
び
第
九
項
前
段
、
同

条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
及
び
第
八
項
前
段
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
に
、
「
第
七
条
第
六
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
、
「
第
七
条
第

九
項
後
段
」
を
「
第
七
条
第
八
項
後
段
」
に
改
め
、
同
表
薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
の
項
中
「
第
八
条
第
六
項
及
び
第
十
項
前
段
、
同
条
第
十
二
項

及
び
第
十
三
項
」
を
「
第
八
条
第
五
項
及
び
第
九
項
前
段
、
同
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
に
、
「
第
八
条
第
七
項
」
を
「
第
八
条
第
六
項
」
に
、
「
第
八
条
第
十
項
後
段

」
を
「
第
八
条
第
九
項
後
段
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
四
十
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
一
条
、
第
七
十
五
条
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
二
十
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
八
十
五
条
、
第
百
二
条
、
第
百
七
条
（
民

間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
百
十
一
条
、
第
百
四
十
三
条
、
第
百

四
十
九
条
、
第
百
五
十
二
条
、
第
百
五
十
四
条
（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
六
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び
第
百
六
十
八
条
並
び
に
次
条
並

び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
章
第
二
節
及
び
第
四
節
、
第
四
十
一
条
（
地
方
自
治
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
八
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
二
条
、

第
六
十
六
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
、
第
七
十
五
条
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
二
十
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十
七
条
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
条
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
三
十
条
の
十
九
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、

第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条
か
ら
第
百
条
ま
で
、
第
百
四
条
、
第
百
八
条
、
第
百
九
条
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
六
条
、
第

百
十
九
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
三
十
八
条
、
第
百
三
十
九
条
、
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
、
第

百
六
十
六
条
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
二
条
（
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正

規
定
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
七
十
三
条
並
び
に
附
則
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
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か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

三

第
百
四
十
五
条
（
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
十
九
第
七
号
及
び
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
三
第
七
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
七
十
七
条
の
五
十
九
の
改
正
規
定
（

同
条
第
六
号
中
「
第
七
条
第
五
号
」
を
「
第
七
条
第
四
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
及
び
第
百
四
十
六
条
（
建
築
士
法
第
十
条
の
二
十
三
、
第
十
条
の
三

十
六
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
十
八
条
第
五
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

四

第
百
七
十
一
条
の
規
定

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
の

日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

※
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
四
十
一
条
に
よ
る
改
正
（

令
和
元
年
九
月
十
四
日
施
行
）
後
の
も
の

（
外
部
監
査
契
約
を
締
結
で
き
る
者
）

第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
八

普
通
地
方
公
共
団
体
が
外
部
監
査
契
約
を
締
結
で
き
る
者
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
務
管
理
、
事
業
の
経
営
管
理
そ
の
他
行
政
運
営
に
関
し

優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

弁
護
士
（
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

二

公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

三

国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
会
計
検
査
に
関
す
る
行
政
事
務
に
従
事
し
た
者
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
監
査
若
し
く
は
財
務
に
関
す
る
行
政
事
務
に
従
事
し
た
者
で
あ

つ
て
、
監
査
に
関
す
る
実
務
に
精
通
し
て
い
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

２

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
外
部
監
査
契
約
を
円
滑
に
締
結
し
、
又
は
そ
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の

識
見
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
税
理
士
（
税
理
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
も
の
と
外
部
監
査
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
て
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

二

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

三

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
又
は
地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
者

四

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
、
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
又
は
税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
の

規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
に
よ
り
、
弁
護
士
会
か
ら
の
除
名
、
公
認
会
計
士
の
登
録
の
抹
消
又
は
税
理
士
の
業
務
の
禁
止
の
処
分
を
受
け
た
者
で
、
こ
れ
ら
の
処
分
を
受
け
た

日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
再
び
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
者
を
除
く
。
）

五

懲
戒
処
分
に
よ
り
、
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
又
は
税
理
士
の
業
務
を
停
止
さ
れ
た
者
で
、
現
に
そ
の
処
分
を
受
け
て
い
る
も
の



- 3 -

六

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員

七

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員

八

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
つ
た
者

九

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
、
副
知
事
若
し
く
は
副
市
町
村
長
、
会
計
管
理
者
又
は
監
査
委
員
と
親
子
、
夫
婦
又
は
兄
弟
姉
妹
の
関
係
に
あ
る
者

十

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
し
請
負
（
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
者
及
び
そ
の
支
配
人
又
は
主
と
し
て
同
一
の
行
為
を
す
る
法
人
の
無
限
責

任
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
若
し
く
は
監
査
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
べ
き
者
、
支
配
人
及
び
清
算
人

○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）

（
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
つ
た
者
の
範
囲
）

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
十
二

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
八
第
三
項
第
九
号
に
規
定
す
る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当

該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
常
勤
の
職
員
（
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
附
則
第
八
条

の
規
定
に
よ
り
官
吏
と
さ
れ
て
い
た
職
員
及
び
警
察
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
警
務
官
を
含
む
。
）
及
び
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
と
す
る
。
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